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サイトに
ログイン

監査資料
の提出

監査前の準備 監査中の対応

監査結果の
確認

監査を受けます。

監査実施

改善報告業務改善報
告の提出

監査後の対応

監査結果が府より通知されま
すので、内容を確認します。

指摘事項がない場合は本通
知をもって完了となります。
（フェーズが「監査完了」となり
ます。）

府の確認が完了しましたら「業
務改善報告確認結果」「業務改
善報告確認コメント」が更新さ
れます。

府の確認結果
の確認

監査完了

書類提出状
況の登録

指導

監査後の対応

「業務改善報告確認結果」が
「適」になると、フェーズが「監査
完了」となります。
これにて監査完了となります。

なお、引き続き改善対応が必要
な場合は監査完了後も引き続き
ご対応をお願いします。

ユーザー名とパスワードを使
用してサイトにログインしま
す。

監査に係る事前提出資料の提出
を行います。
また、医療法に基づく立入検査の
場合、チェックリストの更新も行い
ます。

事前提出資料のファイルアップ
ロードが完了しましたら、「事前
資料提出状況」を「提出済み」に
「事前資料提出日」を提出日に
更新してください。

通知で指摘があった場合は指
摘事項を確認し、改善対応に
取り組みます。なお、業務改善
報告を求められた場合はそち
らにも取り組みます。

業務改善報告の提出を行いま
す。

業務改善報告のファイルアップ
ロードが完了しましたら、「業務
改善報告提出状況」を「提出済
み」に「業務改善報告提出日」を
提出日に更新してください。

対応手順



0-1. ログイン

おおさか事業者ポータルは、 こちらからログインできます。
ログインするには、ユーザー名(メールアドレス）とパスワードを入力しログインボタンを押下します。
（※ログイン情報は事業者ごとに異なります）
パスワードを忘れた場合は、「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、ユーザー名（メールアドレス）を入力するとパスワード再設定
ができるメールが届きます。
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https://osaka-bp-portal.pref.osaka.lg.jp


0-1. ログイン

ログイン後、ホーム画面が表示されます。※ホーム画面は、施設の種別ごとに変更されるため、あくまで一例を掲載しております。
赤枠の監査一覧タブをクリックし、監査一覧画面に進みます。
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タブをクリックすると該当情
報が表示されます。



監査一覧をクリックすると、下記画像のページに遷移します。監査通知のメールからリンクに飛んだ場合は下記画像の画面に遷移
します。

監査の主要項目が確認でき
ます
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0-1. ログイン

監査番号をクリックすると、
詳細画面に遷移します

今年度の検査・監査では、デフォルトで「監査未完
了一覧」が表示されます。
▼ボタンから、一覧に表示させるデータを変更でき
ます（リストビューと呼びます）

過年度の検査・監査では、デフォルトで
「過去年度監査」が表示されます。



1-1. 監査事前資料の提出
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リンクをクリックするとおお
さか事業者ポータルに遷移
します

登録したメールアドレス宛に届いた監査実施通知メールに、おおさか事業者ポータルのリンクが記載されています。
リンクをクリックすると監査画面に遷移します。（ログイン画面が必要な場合もございます）

※1



1-1. 監査事前資料の提出

監査一覧の監査番号をクリックします。クリックすると、画面が下記画像のページに遷移します。
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監査に関係する項目が表
示されています

監査関連資料をここか
ら提出します



大阪府からの監査実施通知がメールで届きます。事業者は内容を確認し、監査に必要な資料の提出を添付ファイルから提出します。
提出後、「監査事前提出状況」と「監査資料提出日」に記録を残します。
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①

1-1. 監査事前資料の提出

資料が格納され、大
阪府に連携されま
す

事前資料確認状況」が提出済みになると、
自動で「＜監査前＞書類提出状況」が提出
済みに変わります

1

2

３「保存」ボタンをクリッ
ク
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資料をドラッグして近づけると
アップロードできます

鉛筆マークをクリックすると項目が
編集できます
事前資料提出状況は「提出済み」と
なり、事前資料提出日には提出日
を入力する必要があります



1-1. 監査事前資料の提出（事業者チェックリスト） 医療法に基づく立入検査のみ

医療法に基づく立入検査の場合は事前チェックリストをの更新する必要があります。
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「事業者チェックリスト」
ボタンを押下

監査チェックリスト画面を
表示して、チェックリスト
を選択

「表示」ボタンを押下



1-1. 監査事前資料の提出（事業者チェックリスト） ※医療法に基づく立入検査のみ

①事前チェックリスト一覧画面
表示される監査内容を確認のうえ、チェック事項の確認結果（事業者）とその根拠等をメモ（事業者）に記入し、「一括保存」ボタンを
押下し、入力内容を保存します。
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監査内容により、確認
結果を選択します

説明や特記事項がある
場合、記入します

確認結果とメモを入力し
てから、「一括保存」ボタ
ンを押下します

すべてのタブを確認し、
それぞれ入力・更新する
必要があります



1-1. 監査事前資料の提出（事業者チェックリスト）医療法に基づく立入検査のみ

チェックリスト一覧画面各項目の説明
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画面項目 説明 表示／非表示条件

確認結果（事業者） 事前監査の結果に基づき、「〇」「✕」または「△」を選択します。 常に表示しています。

確認結果（メモ） 説明とか特記事項などある場合、メモを記入します。 常に表示しています。

「元に戻る」ボタン 初期時に非活性です。確認結果やメモを入れた後、「元に戻る」を活性になります。該
当ボタンを押すと、画面初期表示時の内容に戻ります。

初期時に非活性しています。
確認内容入力後に、活性になります。

「編集」ボタン 「編集」ボタンを押下後、チェックリスト詳細画面へ遷移できます。 常に表示しています。

一括保存 確認の結果がすべて入力済の場合、「一括保存」ボタンを押下し、入力した内容をすべ
て保存できます。

画面上部と下部に表示しています。

画面項目 説明 表示／非表示条件

確認結果（事業者） 監査の結果に基づき、「〇」「✕」または「△」を選択します。 常に表示しています。

確認結果（メモ） 説明や特記事項がある場合、記入します。 常に表示しています。

「この内容を保存」ボタン 確認の結果入力済の場合、入力した内容を保存できます。 常に表示しています。

「前へ」ボタン 「前へ」ボタンを押して、前のチェックリストの詳細画面へ遷移できます。 常に表示しています。
対象チェックリストは先頭1件目の場合、非活性

「次へ」ボタン 「前へ」ボタンを押して、次のチェックリストの詳細画面へ遷移できます。 常に表示しています。
対象チェックリストは最尀

「一覧に戻る」ボタン チェックリスト一覧画面へ遷移できます。 常に表示しています。

チェックリスト詳細画面各項目の説明



1-1. 監査事前資料の提出
監査チェックリスト画面の左上「監査画面に戻る：CA-xxxx」を押下すると、監査レコードに戻ります。
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1-2. 監査事前資料の再提出

大阪府で確認後、提出した資料に不備がある場合は差し戻しされます。差し戻しされると、以下のような画面になります。

大阪府側が入力した内容が反映されま
す。「事前資料確認結果」が不適にな
り、不適コメントがつきます

「＜監査前＞書類提出状
況」が自動で要提出に変わ
ります

「事前資料提出状
況」が要提出に変わ
ります
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1-2. 監査事前資料の再提出

事業者は不適箇所を確認、修正を行い、再度資料を「添付ファイル」からアップロードを行います。資料を再提出後、「事前資料確認状
況」の項目を提出済みにします。提出済みに変更すると、上部の書類提出状況が黄色いフラグの提出済みに変わります。再提出した
資料と提出状況は、大阪府に連携されます。

「事前資料提出状況」と「事前資
料提出日」の項目を更新します

「＜監査前＞書類提
出状況」が自動で提
出済みに変わります

修正資料を再提出し
ます

1

2

３
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1-2. 監査事前資料の再提出

提出資料に問題ない場合は、画面が下記の通りに更新されます。（大阪府側で編集した項目が、事業者側画面の項目にも反映
されます）監査事前資料提出後、監査実施へと進みます。

「事前資料確認結果」が適になり、コメ
ントが更新されます。（コメントは任意
のため、更新されない場合がありま
す）
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1-3. 指導事項の対応
監査で指摘事項があった場合、右下の指導事項欄に不適にあがったリストが上がってきます。（例：不適が5点あれば指導事項名が5行
できる）監査結果通知と合わせて、業務改善報告書が送られるので、「業務改善報告提出期限日」に記載の日付までに改善対応を行い
ます。次ページ以降で指摘事項の対応方法を説明いたします。

監査で不適になった指導事項
で、大阪府が公開を選択した
ものが表示されます

大阪府側で設定した日付
が表示されます。（事業者
側で編集不可）
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1-3. 指導事項の対応
指導事項を対応します。指導事項1件ずつに対応が必要です。（※ブラウザの左上の戻るボタン「←」を押して、元のページに戻ること
ができます）
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「監査番号」のリンクを押下す
ると、監査画面に戻れます

改善状況を入力します。



1-4. 業務改善報告書の提出

不適事項の対応完了後、業務改善報告書をメモ＆添付ファイルから提出します。提出後、「業務改善報告書提出状況」を提出
済みにし、「業務改善報告提出日」に提出日を入力します。

1

３
＜監査後＞書類提出状
況」が自動で提出済みに
変わります

業務改善報告書を
提出します

「業務改善報告提出日」と「業務
改善報告提出日」の項目を更新
します

2
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1-5. 業務改善報告書の再提出

業務改善報告内容に不備あった場合は、差し戻しされます。

＜監査後＞書類提出状況」
が自動で要提出に変わりま
す
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大阪府側が入力した内容が反映され
ます。「事前資料確認結果」が不適に
なり、不適コメントがつきます

「事前資料提出状
況」が要提出に変わ
ります



1-5. 業務改善報告書の再提出

2

３

1

＜監査後＞書類提出
状況」が自動で提出済
みに変わります

「事前資料提出状況」と「事前資
料提出日」の項目を更新します

修正資料を再提出し
ます

事業者は不適箇所を確認、修正を行い、再度資料を「添付ファイル」からアップロードを行います。資料を再提出後、「業務改善報告
提出状況」の項目を提出済みにします。提出済みに変更すると、上部の書類提出状況が黄色いフラグの提出済みに変わります。再
提出した資料と提出状況は、大阪府に連携されます。
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1-6. 監査完了

業務改善報告書に問題がなければ、下記の通りに項目が変更されます。（大阪府側で編集した項目が、事業者側画面の項目にも反
映されます）以上で監査完了です。

「事前資料確認結果」が適になり、コメ
ントが更新されます。（コメントは任意
のため、更新されない場合がありま
す）
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2. お問合せ先

【検査・許認可_システムの操作方法に関するお問合せ先】
  ※令和８年６月15日開設予定 

　おおさか事業者ポータル 検査 コールセンター
　電話：06-7166-4200

（平日10時00分から17時00分まで）  
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3. 改定履歴

更新日付 版数 変更・追加箇所 内容

2026/03/23 v1.2 P4 事業者側に表示するエラーメッセージは全て日本語で記載

2026/03/23 v1.2 P9 「④保存ボタンをクリックする」を追加

2026/03/23 v1.2 P10 アップロードした書類の削除の方法を追加

2026/03/31 v1.3 P3 「監査資料の提出」の説明に「医事の分は事業者チェックリストの更新」を追記

2026/03/31 v1.3 P11～14 事業者チェックリストの操作を追加

2026/03/31 v1.3 P15 チェックリスト更新後、監査画面に戻る方法を追加

2026/05/01 V1.4 P13 チェックリスト詳細画面を削除

2026/05/01 V1.4 P3~4、7、9、11~23 文言と合わせるように修正

2026/05/01 V1.4 P6 リストビューのデフォルト表示を追加

2026/05/22 V1.5 P14～21 ファイル提出先の画像変更
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